
１　はじめに

この火災は， 集積された廃車等約1,500 台

と鉄骨造の倉庫を全焼し，覚知から鎮火まで

約19 時間を要するという特異なものであっ

た。

「使い捨て時代」といわれている現在，ご

６時00 分

� 鎮火日時　平成３年８月20 日

17時36 分

※出火から鎮火までの問　19時問26 分

（2）出火場所

熊本市龍日田町弓削　Ｈ商店

み・廃棄物処理が全国的な問題となってお　（3）出場人貫

り，一部自治体においては廃車の不法投棄が　　　� 消防吏貝

問題化している。　　　　　　　　　　　　　　　　� 消防団貝

現在，この種の処理システムは，廃車後，　 （4〉 出場車両

解体業者がこれを有価物として購入，解体　　　� 消防局

し，これを資源として再利用しているが，今　　　� 消防団

後ますますこの種の需要が増人することは必　 （5） 焼損状況

至である。

多くの問題を提起したこの火災は，火災防

ぎょ対策はもとより，公害環境問題をも含ん

だ現代社会特有の火災として，今後の消防行

政等の参考にしていただければと紹介するも

のである。
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(1)

火災の概要

火災関係時分

①出火日時　平成３年８月19日

22時10 分頃

②覚知日時　平成３年８月19日

22時19 分

③鎮圧日時

Ｎ０.28 1992( 春季)

延119名

延70 名

延18 台

延　 ５台

廃車：集積台数約3,000 台のうち1,500 台

建物：鉄骨スレート葺平屋建倉庫

（床面積200 � ）1 棟

収容物：非鉄選別機， クラッペル，ベルト

コンベアー，コンプレッサー

損害額　総額544 万７千円

（6） 出火原因

この火災の原因について，消防局では①た

ばこ②玩具用打ち上げ花火③自然発火④火

の飛び火⑤放火等あらゆる角度から検討した

が，確たる物証が得られず本火災の原因は不

明とした。

平成３年８月20 日
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３　現場の位置

この火災の発生した場所は，熊本市の中心

部から東方へ約10㎞の位置にあり，国道57

号線とJR 九州の豊肥線が街のほぼ中央を東

西に走り，その沿線に小規模店舗等が建ち並

ぶほかは田畑が広がる田園地帯で，昭和32

年に熊本市に合併された町である。

この町は，昭和40年頃から宅地化が進み

人口が急増したところであり，地形は平坦で

東方に阿蘇外輪の山々が展望できる。

現場は，宅地が途切れた街の東側にあり，

19,140㎡の敷地に鉄骨造の倉庫・作業所・事

４　事業内容

出火した事業所 Ｈ商店は，廃車及び家電

製品の最終処理業者であり，県内外の廃車回

収業者から廃車などを購入し，解体・分別処

理を行い，鉄くず， タイヤ，バッテリー，エ

ンジン等に仕分けし，県内外の再生処理業者

へ出荷している。

（1）　処理過程及び処理方法

処理過程及び処理方法を概説すると，次の

とおりである。

①　計量後，半解体車（県外回収業者から

の購入分）と解体前の廃車に仕分けす

火災防ぎよ図

務所棟が６棟点在し，敷地内西側に約3,000　　　　 る。

台の廃車が高さ13 m，幅36 m，長さ100 m　　　　 ②　解体前の廃車は，バッテリー，タイヤ，

にわたり野積みされていた。　　　　　　　　　　　　燃料タンク等を取り外した後，野積みす

焼損したのは， その廃車1,500 台， 解体さ　　　　 る。

れた車両部品等と西側にある倉庫棟１棟であ　　　③　粗破砕機（プレシュレッダー）で解体

る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　処理を行う。
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④　粗破砕したものをベルトコンベアーに

より破砕機へ送り，更に細かく破砕す

る。

⑤　破砕した破片は，磁石及び手作業によ

り，鉄・ アル ミ等の有価物と，プ ラス

チック，ゴム，繊維類等の廃棄物とに仕

分けする。

⑥　有価物にっい

ては県内外の再

生 業 者 へ 出 荷

し，廃棄物 につ

いては本市域外

の自社所有地で

埋め立て処理を

行う。

（2） 処理能力

１日の人荷量は約

100 t で，廃 車 が 約

70 台 （70t ），　トタ

ン・ジュース缶が20

t，冷戚庫等の家電製

品が10 t である。

こ の 廃 棄物 は，

いったん野積みされ

た後 プ レ シュ レ ッ

ダーにかけ処理する

が，その能力は廃車

なら約50 台（50t ）

が限度である。

毎日，廃車を処理

することは困難であ

るため，自然に廃車

が野積みされる状態

にあった。

（3） 廃車等の集積状

Ｎ０.28 1992（春季）

況について

搬人された廃車は，集積し昜い状態に機械

（ユンボ）で潰され，破砕機で処理されるまで

野積みされる。

集積された廃車には，シート等の内装材が

そのまま残されており， また一部にはガソリ

ン等の燃料が残留したタンクも含まれてい

写 真１　火災現場 の状況

写真２　火災現場の状況
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る 。

５　燃焼の状況

これらの廃車は，敷地を素堀にして集積さ

れていて，地盤面からの高さは平均13m に

逹していた。

の作業が粗雑になる傾向があること。

（5） 集積廃車の中心部からの出火であれば，

廃車自体が重量物でその移動が困難であ

り，しかも足場 も悪く消防隊の接近も阻害

される等，多くの死角，死面があるために

消火作業に長時間を要すること。

燃焼が始まった位置は，北側の中層部で消　 （6） 集積または解体時において，廃車から流

防隊が進入することは，極めて困難な所で

あった。

火災防ぎよ活動を最も困難にした要因を特

筆すると，集積時の振動等によって廃車内部

に残存していたガソリン・ オイル等が車両内

部の合成樹脂等に付着，延焼を早めたこと，

出したオイル，バッテリー液が水質及び土

壌を汚染する可能性がある。また集積され

た廃車が燃焼することによって大量の黒煙

が発生し，付近住民の生活環境に及ぼす彫

響が大きいこと。

また集積された車両内部の火勢が強く，燃焼　　 ７　防火指導上の問題点

実体への有効な注水に困難をきたし，このた　　　 現行の消防法令においては，廃棄物に特定

め廃車を１台づつユンボで吊り上げて消火す　　 した内容をもつ条項は制定されていない。

る作業を余儀なくされ，鎮火させるまでに長　　　 このため廃棄物に対する規制，指導は，そ

時間を要したことである。

６　問題点について

この種の処理事業所は，出火危険，延焼拡

大危険及び消火活動の困難性が高いために消

火に長時間を要するが，その問題点としては

次のことが考えられる。

（1） 大量の廃車が立体的かつ広範囲に集積さ

れていて，しかも廃車にはシート類の可燃

物が含まれ，また一部にはガソリン等の燃

料が残存していること。

（2） 残存しているガソリン等は，回収される

ことなく破砕処理されるため，火花の発生

等による火災の危険性が高いこと。

（3） 廃車に積載したままのバッテリーによっ

て電気火花が発生し，漏洩したガソリンに

引火する可能性が高いこと。

（4） 採算を計るため，いきおい集積，解体等
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れぞ れの 条 項 を 廃 棄 物 の性 状 ， 行 為 等 に 応 じ

て個 々 に適 用 せ ざ るを 得 な い 状況 に あ り ， 総

合的 な廃 棄 物 に対 す る 指 導 は， 十 分 に はな し

得 な い現 状 で あ る。

現 行 消 防関 係 法 令 に お い て 適 用 可 能 な 条 項

と し て は， 廃 車 関 係 の 焼 却 ， 溶 断 作 業 を 規 制

す る 火災 予 防 条 例 第25 条，28 条 ， 同 条 例 の

ガソ リ ン等 の 指 定 数 量 未 満 の危 険 物 を 規 制 す

る第 ４章 第 １節 ， 大 量 に集 積 さ れ た タイ ヤ の

集 積 規 模 を 規 制 す る火 災 予 防条 例 第 ４章 第 ２

節 の規 定 が あ る。 し か し， 廃 車 集 積 前 の ガ ソ

リ ン の除 去 ， シ ー ト， バ ッテ リ ーの 取 り は ず

し及 び廃 車 集 積規 模を 規 制 す る 規 定 が 定 め ら

れ て い な い た め， 防 火 指 導 の 徹 底 が 望 めな い

と こ ろ で あ る 。

こ の よ う に ， 廃 棄 物 の 消 防 上 の対 策 を 行 う

に あ た って は， 現 行 の消 防 関 係 法 規 で は総 合

的 対 策 が 困 難 で あ り ， 廃 棄 物 の防 火 に 関 し て
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-

総合的な指導内容を持つ指導要綱などを策定

し，指導にあたるべきであろうと考える。

８　今後の対策

現行の法規では，前項で述べたとおり廃棄

物に関して規制する規定は，廃車処理事業所

タイヤ集積場等での事業活動における一部の

行為，廃棄物の性状等についての断片的規定

による規制内容である。このため本市におい

ては，総合的な指導を可能にするため，昨年

11月に「廃車集積場，解体事業所等における

防火対策指導の実施について」という指導基

準を制定し，出火防止並びに実態把握に努め

ている。

指導基準を概説すると次のとおりである。

（1）入荷量の適正管理による過剰集積の防止

（2） 入荷廃車の分散集積

（3） 燃料の抜き取り並びに適正な貯蔵，処理

（4） 消火器や屋外消火栓等消火設備の強化設

置

（5） 消防法第８条に定める対象物に準ずる自

N０.28 1992( 春 季)

衛消防組織の設置及び訓練の指導

（6） 集積場所付近での溶断等火気使用の制限

（7） 敷地周囲へのさくの設置等による放火防

止措置

（8） 事業所周辺への延焼防止措置

（9） 廃車解体処理事業所に対する立入検査，

防火指導の強化

この指導基準は，廃車処理事業所と併せて

古タイヤを集積している事業所 も対象にした

ものであり，廃車処理事業所32 ヵ所, 古タイ

ヤ集積事業所３ヵ所にそれぞれ通知した。平

成４年度中には，この指導基準を基に防火講

習会を開催し，事業所関係者の防火意識の高

揚を図る予定である。

今後，廃棄物に関する清掃，公害部局との

連携を密にし，一貫性のある行政指導を行う

必要がある。

更には，国に対して早急に廃棄物に関して

総合的な規制，指導ができるような法体系の

整備を求める必要がある。

－51 －


	page1
	page2
	page3
	page4
	page5
	page6
	page7
	page8
	page9
	page10
	page11
	page12
	page13
	page14
	page15
	page16
	page17
	page18
	page19
	page20
	page21
	page22
	page23
	page24
	page25
	page26
	page27
	page28
	page29
	page30
	page31
	page32
	page33
	page34
	page35
	page36
	page37
	page38
	page39
	page40
	page41
	page42
	page43
	page44
	page45
	page46
	page47
	page48
	page49
	page50
	page51
	page52
	page53
	page54
	page55
	page56
	page57
	page58
	page59
	page60
	page61
	page62
	page63
	page64
	page65
	page66
	page67
	page68
	page69
	page70
	page71
	page72
	page73
	page74
	page75
	page76

